


1 2

11月11日は
介護の日

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

（15ページへ）

在宅系サービス
（介護予防）

（15ページへ）
在宅系サービス

（19ページへ）

施設・居住系サービス
（介護予防）

（19ページへ）
施設・居住系サービス

要支援・要介護状態になる

おそれのある高齢者の方へ

は、生活機能の維持または向

上を目的とした、個別のアセ

スメントに基づくサービスを

提供。

（32ページへ）

いきいき介護予防事業
   （全高齢者を対象）

○高齢期の心と身体の特徴を理
解し、いつまでも元気に過ごす
ために介護予防の知識を普及
啓発。

○健康増進活動やレクリエーシ
ョンを通じて自主活動を支援。い

き
い
き
支
援
セ
ン
タ
ー

（27ページへ）

（31ページへ）

支えあい  育てる

介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度
■ 介護保険制度におけるサービスの類型

高齢者

要
支
援
・
要
介
護
認
定

（11ページへ）

要支援1

要支援 2

要介護1

要介護 2

要介護3

要介護 4

要介護 5

■ 介護保険制度におけるサービスの類型 2

■ 介護保険は介護をみんなで支える制度です。 3

■ 介護保険はこんな制度です。 5

■ 介護保険料はこうなります。 7

■ 要介護認定の申請が必要です。（要介護認定の手続き） 11

■ 介護サービスを利用するには 13

■ サービスを利用したとき負担の軽減制度があります。 20

■ このようなサービスが利用できます。 15

■ 介護報酬の例 25

■ いきいき支援センター（地域包括支援センター）の概要 27

■ いきいき支援センター（地域包括支援センター）一覧 28

■ 元気なうちから、介護予防しましょう。 29

介護についての理解と認識を深め、介護従事者、介護サービス利用者及び介護を行っている

家族等を支援するとともに、これらの人たちを取り巻く地域社会における支えあいや交流を促

進する観点から、高齢者や障害者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施するた

めの日として定められました。

※名古屋市の「地域包括支援センター」は、「いきいき支援センター」に名称変更しました。

要支援・要介護状態になる

おそれのある高齢者

・「介護予防チェックリスト」　
（30ページへ）により把握。



介護保険は介護をみんなで支える制度です。
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○  介護保険制度は、できるだけ家族の負担を軽くし、介護の 問題を社会全体で支え合う仕組みです。

○  介護が必要になってもできる限り住み慣れた家庭や地域で、能力に応じ自立した日常生活が送れるよう支援します。

○  介護を必要とする方や家族の選択により、多様な事業者か ら保健・医療・福祉のサービスを総合的に受けることができます。

○  私たち一人ひとりが支え合う社会保険方式で運営されます。

介 護 保 険 制 度 の 創 設

家族介護が難しくなって
います。

介護をしている方の高齢化
が進んでいます。

介護期間が長くなってい
ます。

介護を要する高齢者が
急速に増えています。

介護サービスに必要な費用（給付費）が著しく増えています。要支援・要介護認定を受ける方が著しく増えています。

●介護保険はこうして生まれました

●名古屋市における介護保険制度施行後の状況

●18年4月からの介護保険制度

○介護予防を重視するシステムへ

○地域に根ざした介護保険サービスの提供

       地域密着型サービスは、高齢者の方ができるだけ長く住み慣 れた地域で生活できるよう、身近なところでサービスを提供します。

要支援・要介護状態になるおそれのある方 に介護予防を中心とした事業を実施し、要支援・要介護状態になる
ことを防止します。

要支援１、２の方を対象に、運動器の機能 向上、栄養改善などのメニューを加えた介護予防サービスを提供し、
要介護度の重度化を防止します。

介護予防事業

予 防 給 付

※各数値は四捨五入されているため合計と一致しない場合があります。
※その他とは、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費、審査支払手数料、生活援助型
配食 サービスです。（平成21年度は高額医療合算介護サービス費を含みます。）
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● 介護サービスに必要な費用（給付費）の推移● 要支援・要介護認定者数の推移
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介護保険はこんな制度です。

保険者（市町村）

保険料
50％

公費
50％

国
　
20
％

都
道
府
県 

12.5
％

市
町
村
　
12.5
％

国
の
調
整
交
付
金
　
5
％
※
２

介護サービス事業者

介護サービスを利用したときの利用者負担は

【第2号被保険者】【第1号被保険者】
普通徴収

特別徴収

国民健康保険

職域の医療保険
・全国健康保険協会
　管掌健康保険
・健康保険組合
・共済組合など

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金

運営主体（保険者）は名古屋市です。

加入する方は

介護サービスを
利用できる方は

保険証の
交 付 は

介護保険料は
国民健康保険
団体連合会

か
か
っ
た
費
用
の

９
割
を
支
払
い

【費用負担のしくみ】

介護サービスを利用したときは、かかった費用の1割を負担します。
（サービス計画（ケアプラン）の作成費用については、利用者負担はありません。）

第1号
被保険者

65歳以上の方

第2号
被保険者

40歳～64歳
の医療保険
に加入して
いる方

被保険者

原則として都道府県知事や市町村長の指定を受けた介護サービス事業者が
サービスを提供します。
指定を受けるためには、事業所単位でサービスの種類ごとに、人員や設備・
運営などの基準を満たすことが必要です。

在宅系サービス 施設・居住系サービス
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ねたきりや認知症などで

入浴、排せつ、食事など

の日常の生活動作につい

て常に介護が必要な方

（要介護者）

要介護者となるおそれが

あり、家事や身支度など

の日常生活に支援が必

要な方（要支援者）

すべての方に（１人１枚）

お渡しします。

65歳以上の方

所得などに応じて12段

階に定められた保険料

を納付します。

脳血管疾患や関節リウマ

チなど加齢に伴う16種

類の病気（※）により、

介護や支援が必要となっ

た方

要介護認定等の申請があ

った方および保険証の交

付申請があった方にお渡

しします。

40歳～64歳の医療保険

に加入している方

医療保険者が定める保険

料を納付します。

老齢・退職、遺族、障害年
金が年額18万円以上の方

口座振替（自動払込）
または納付書により
納付

年金からの差し引き

（※）加齢に伴う16種類の病気
1. がん（＊）
2. 関節リウマチ
3. 筋萎縮性側索硬化症
4. 後縦靱帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
6. 初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底
　核変性症およびパーキンソン病
8. 脊髄小脳変性症

9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症

11. 多系統萎縮症

12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
　   および糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症 
15. 慢性閉塞性肺疾患　
16. 両側の膝関節または股関節に著し
　  い変形を伴う変形性関節症

（＊医師が一般に認められている医学的知見

　 に基づき回復の見込がない状態に至った
 　と判断したものに限る。）

か
か
っ
た
費
用
の
１
割
を
負
担

サ
ー
ビ
ス
の
提
供

サ
ー
ビ
ス
計
画
（
ケ
ア
プ
ラ
ン
）
の
作
成
費
用

に
つ
い
て
は
、
利
用
者
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※１  本市は約22.3％
　　（平成24年度）

保険料
50％

公費
50％

第
１
号
被
保
険
者
の

　
　
保
険
料
　
21
％
※
１

第
2
号
被
保
険
者
の
保
険
料
　
29
％

第
１
号
被
保
険
者
の

　
　
保
険
料
　
21
％
※
１

第
2
号
被
保
険
者
の
保
険
料
　
29
％

国
　
15
％

都
道
府
県
　
17.5
％

市
町
村
　
12.5
％

国
の
調
整
交
付
金
　
5
％
※
２

○在宅サービス
　　　　の場合

○施設等サービス
　　　　 の場合

※２  本市は約3.7％
　　（平成24年度）
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介護保険料はこうなります。

・保険料の額は、所得などに応じて次の12段階となっています。低所得の方の負担が重くなら

　ないように配慮されています。

・平成24年度から26年度の保険料は次のとおりです。

○公的年金等の収入金額…老齢・退職年金など、課税対象となる年金などの収入金額（所得税

法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額）をいい、遺族、障害年金などの非課

税年金は含まれません。

○合計所得金額…損失の繰越控除前の総所得金額（事業所得、給与所得、雑所得等）、特別控

除前の土地・建物等の分離譲渡所得金額等の合計額（地方税法第292条第1項第13号に規定す

る合計所得金額）をいいます。

○課税・非課税は、名古屋市市税減免条例に基づく減免の適用前で判定されます。条例により

税額の全部が免除されている場合は課税となります。

○世帯は、賦課期日（４月１日）または資格取得時の世帯をいいます。

○納付した介護保険料については、税の申告や年末調整のときに、社会保険料控除の対象とな

ります。

第１号被保険者（65歳以上の方）の保険料第１号被保険者（65歳以上の方）の保険料

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第10段階

第11段階

第12段階

 29,377円 （基準額×0.45）

 29,377円 （基準額×0.45）
  

 42,434円 （基準額×0.65）

 48,962円 （基準額×0.75）
  

 55,490円 （基準額×0.85）

 65,282円 （保険料基準額）
 

  71,811円 　（基準額×1.1）
 

 81,603円 （基準額×1.25）

 97,923円 （基準額×1.5）

 120,772円 （基準額×1.85）

 137,093円 （基準額×2.1）

 150,149円 （基準額×2.3）

対　　象　　者段　階 年間保険料

　保険料は、3年間で市民の方が利用する介護サービスなどに必要な費用（保険給付費）の

見込み等をもとに保険料の基準額を算出し定めています。

　３年間で65歳以上の方にご負担いただく保険料の総額を、３年間の65歳以上の方の見込み

人数で割ることにより、１人当たりの保険料基準額（年額）を算出します。

　保険料は、介護保険事業計画（※）の見直しにともない、３年ごとに見直されます。

※この計画は、介護保険事業の保険給付の円滑な実施のため、サービス量の見込みやサー

　ビスの円滑な提供を図るための事業などについて定めるものであり、また、介護保険料

　の算定の基礎となるものです。

◆第1号被保険者の介護保険料はこうして決まります

生活保護等を受けている方

老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方

本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の

合計が80万円以下の方

本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の

合計が80万円を超え120万円以下の方

本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の

合計が120万円を超える方

本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の

合計が80万円以下の方

本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の

合計が80万円を超える方

合計所得金額が125万円未満の方

合計所得金額が125万円以上

200万円未満の方

合計所得金額が200万円以上

400万円未満の方

合計所得金額が400万円以上

700万円未満の方

合計所得金額が700万円以上

1,000万円未満の方

合計所得金額が1,000万円以上の方

世帯全員が

市町村民税

非課税

本人が
市町村民税
非課税で
世帯員に
市町村民税
課税者あり

本人が
市町村民税
課税

介護保険Q&A介護保険Q&A介護保険Q&A
介護保険制度は、40歳以上の方からの

保険料と国・県・市からの公費を財源

として、介護を社会全体で支えあう仕

組みです。皆様に納付していただく介

護保険料は、制度を維持していくため

の大切な財源となりますので、ご理解

をお願いいたします。

A

介護保険料は

どうして納めるの？

Q

※実際に納めていただく保険料は10円未満を切り捨てた額になります。
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　普通徴収の方の保険料の納付には、便利な口座振替（自動払込）をご利用ください。

　預(貯)金口座のある金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局または区役所福祉課の窓口へお申し込

みください。（申し込み用紙は窓口に置いてあります。）

◆介護保険料の納付は口座振替（自動払込）が便利です。

介護保険料の納め方

4
月

6
月

8
月

10
月

12
月

2
月

前年度の課税状況等により算定した
保険料額の半分の額を納付します。

その年度の保険料額を算定し、その
額から4月～9月までの保険料額を引
いた残額を3回に分けて納付しま
す。 

特 

別 

徴 

収

老齢・退職、遺族、障害年金を

年額18万円以上受給されている方
年金の支払いの際、その受給額から
介護保険料があらかじめ差し引かれます。

【納付する月】

※65歳になられた方や市外から転入された方などは、当初は普通徴収になります。

　特別徴収へ変更となる場合は、変更前に通知書をお送りします。

※被保険者の方が特別徴収か普通徴収かを選ぶことはできません。

普 

通 

徴 

収

特別徴収以外の方

【納付する月】

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

前年度の課税状況
等により算定した
額を各月で納付し
ます。

その年度の保険料額を算定し、その額から
4月～6月までの保険料額を引いた残額を
各月で納付します。

口座振替（自動払込）または納付書により
納付していただきます。

引き落としのできる口座

申し込みの際にお持ちいただくもの

被保険者本人・被保険者の配偶者・被保険者の属する世帯の世帯主のいずれかの個人名義のもの

　災害により住宅などに著しい損害を受けたことや、生計を支えている方が長期間入院したこ

となどにより、保険料の納付にお困りの方は、申請により保険料の納付が猶予されたり、減免

されることがあります。

　減免の適用には、要件および申請期限があります。

　詳しい内容につきましては、お住まいの区の区役所福祉課または支所民生係※へお問い合わ

せください。

※平成24年５月７日より、支所民生係は支所区民福祉課に変更予定

保険料の納付の猶予・減免制度

保険料を滞納すると・・・

医療保険分の保険料に介護保険分の保険料を合わせて納付します。

介護保険分の保険料額は各医療保険者が、所得などに応じて決定します。

●国民健康保険に加入している方
・市県民税額や被保険者数に応じて異なります。　　　　　　　　　

・世帯主が世帯員の分も合わせて納付します。

・国庫負担があります。

●健康保険や共済組合などに加入している方
・給与の額に応じて異なります。

・半額は、事業主が負担します。

・被扶養者の保険料は、40歳～64歳の被保険者で分担して納付します。

※第２号被保険者の保険料につきましては、各医療保険者にお問い合わせください。

介
護
保
険
分

医
療
保
険
分

第2号被保険者(40歳～64歳の方)の保険料第2号被保険者(40歳～64歳の方)の保険料

　特別な事情もなく保険料を滞納すると、滞納処分として財産の差押えなどを受ける場

合があるほか、介護サービスを利用したときに滞納期間に応じて介護保険からの給付に

ついて制限を受けることがあります。

１年以上
納めないと・・・

介護サービスの費用の

全額をいったん利用者

が負担し、申請により、

あとで保険給付（費用

の9割）が支払われま

す。

１年６ヶ月以上
納めないと・・・

費用の全額をいったん

利用者が負担し、申請

後も保険給付の一部、

または全部の支払いが

差し止められます。

２年以上
納めないと・・・

納めていない期間に応

じて、利用者負担が１

割から３割になり、高

額介護サービス費等も

支給されません。

　介護保険料の納め方には、　年金からの差し引き（特別徴収）と　 口座振替または納付書に

よる納付（普通徴収）の２通りがあります。

1 2

2

●預(貯)金通帳等口座番号を確認できるもの ●通帳お届け印 ●介護保険被保険者証

1



要介護認定の申請が必要です。（要介護認 定の流れ）

11 12

◆要介護度（介護の手間）は必要とされる介護の量できまります。 ◆認定の有効期間・更新について

同程度

同程度

徘かいなどが多い

少ない

BPSDに対応した介護に要する時間がより長い

BPSDに対応した介護に要する時間がより短い

認知症 BPSD 必要とされる介護の量

Ａさん

身体状態

障害軽い

ねたきり

→

→

→Ｂさん

　要支援・要介護の認定は、病気やケガの症状そのものではなく、介護サービスの必要な程度を判

定することが目的です。したがって、身体の状態や病状の重症度と要介護度が一致しない場合も考

えられます。次の事例のように、認知症の症状は同程度でも、Ａさんのほうが身体機能が高い分、

認知症に伴う行動・心理症状（BPSD）により見守りやお世話を必要とすることが多く見られ、結

果的にＢさんよりも介護により時間がかかると判定される場合もあります。

　認定の有効期間は、原則として申請し

た月およびその後6か月間（申請が月の

初日の場合は、その月を含めて6か月

間）です。引き続き介護が必要な方は、

有効期間が終了する60日前から30日前ま

での間に、更新の申請をして下さい。

（更新認定の場合は、有効期間が2年ま

で延長される場合があります。）

訪問調査

主治医の意見書

一次判定
市の職員、または市が委託した指定居
宅介護支援事業者や介護保険施設等の
介護支援専門員（ケアマネジャー）がご
自宅等へ訪問します。

区役所から主治医に、心身の障害の原
因である病気などに関して意見書の記
入を依頼します。

基本調査だけでは把握しきれない特
に介護に影響を与える事項や活動の
状況

特記事項

現在利用しているサービスの状況
など

概況調査

基本調査 の結果等をも
とに全国 共通の基準に
より判定 を行います。

介護保険サービスを利用するには、要介護認定が必要です。なお、認定は申請の時までさかのぼ って有効となります。

認定の結果に不服があるときは、結果を　

知った日の翌日から60日以内に愛知県介　

護保険審査会へ不服申立てができます。

い
き
い
き
支
援
セ
ン
タ
ー

（
27
ペ
ー
ジ
へ
）

【所得税、市県民税の障害者控除認定】

65歳以上のねたきりや認知症の方が、一定の基準により

社会福祉事務所長の認定を受けた場合は、所得税や市・

県民税の障害者控除の対象となり、所得金額から一定額

が控除されます。

一般障害者控除 特別障害者控除

①知的障害者（軽度・中度）
　に準ずる方

②知的障害者（重度）に準ずる方
③6ヵ月以上ねたきりで食事・排せつ
　等の日常生活に支障がある方

所得税 ： ２７万円控除
市・県民税 ： ２６万円控除

所得税 ： ４０万円控除
市・県民税 ： ３０万円控除

※上記①～③の認定基準と要介護認定の基準は異なりますが、要介護

の認定を受けられた方は控除認定の対象となる場合があります。

※認定については、お住まいの区の福祉課へお問合せください。

申請の窓口は、お住まいの

区の区役所福祉課または支

所区民福祉課 です。

申請は、本人や家族だけで

なく、次のところでも申請

の代行ができます。

※

※平成24年５月７日開始予定

◇申請の代行をしているところ

・いきいき支援センター

・指定居宅介護支援事業者

・介護保険施設　等

◇申請に必要なもの

◆第１号被保険者

（65歳以上の方）

・介護保険被保険者証

◆第２号被保険者
（40～64歳の方）

・加入している医療保険の　

　被保険者証

主治医がいな い場合には、

主治医を紹介 する制度があります。

心身の状況や日頃の介護の状況、
特別な医療に関すること

基本調査

申請日から原則30日以内に通知します。

要介護1～5
介護サービスを利用できます。

（15ページへ）

要支援1・2
介護予防サービスを利用できます。

（15ページへ）

審査・判定
（二次判定）

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
専
門
家
か
ら
な
る
介
護
認
定
審
査
会
で
、

一
次
判
定
結
果
や
主
治
医
の
意
見
書
な
ど
を
も
と
に
「
介
護
の
手

間
に
係
る
審
査
判
定
」
と
「
状
態
の
維
持
・
改
善
可
能
性
に
係
る

審
査
判
定
」
を
行
い
ま
す
。

介護認定
審 査 会

介護サービスの利用はできませ

んが、介護予防事業を利用し

て、状態の維持・改善をはかり

ます。

非該当（自立）

認
　
定

2要介護認定1申請 3結果通知



介護サービスを利用するには

13 14

サービス計画（ケ
アプラン）の作成
依頼届

合
場
る
れ
さ
望
希
を
活
生
の
で
宅
居

択
選
の
者
業
事
援
支
護
介
宅
居

合
場
る
れ
さ
望
希
を
活
生
の
で
等
設
施

事業所との契約

利用するサービス
事業者とは契約が
必要です。

サービス事業者は、

利用者に対してサー

ビス内容や利用料な

どの、事業者を選ぶ

ための重要な事項に

ついて文書で説明を

行い、同意を得るこ

とになっています。

必ず確認して契約し

ましょう。

居宅介護支援事業者またはい

きいき支援センターにサービ

ス計画（ケアプラン）の作成を

依頼したことを、お住まいの

区の区役所福祉課または支所

区民福祉課に届け出て下さ

い。

※

※平成24年５月７日開始予定

施設等へ
直接申し込みます。
介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護

○訪問サービス
 居室（居宅）で介護などを受けるサービスです。

○通所サービス
 居宅から施設に通って介護などを受けるサー
 ビスです。

○短期入所サービス
 介護老人福祉施設などの入所・入居施設へ期
 間を決めて入所するサービスです。

○小規模多機能型居宅介護
 上記のサービスを組み合わせて受けるサービ
    スです。（ケアプラン作成も事業所で行います。）

○福祉用具貸与など

在宅系サービスの種類
）ジーペ81～51（     

サービス計画（ケアプラン）の
作成が必要です。

サービス計画（ケアプラン）の作成

在宅系サービスを利用するときには、居宅介護支援事業者（要介
護者）またはいきいき支援センター（要支援者）に依頼して、サ
ービス計画（ケアプラン）の作成が必要となります。
サービス計画（ケアプラン）の作成費用については、利用者負担
はありません。

利用者やその家族は、利用者の心身の状況や生活環境などに応じて、サービ

スの種類や内容などを介護支援専門員（ケアマネジャー）またはいきいき支

援センターと相談して決めます。

◆居宅介護支援事業者の介護サービス計画（ケアプラン）の例
●例…日帰りで通うサービスを多く利用する要介護3の方の場合

月 火 水 木 金 土 日

前
午

  

後
午
　

通所介護
ま た は
通 所
リハビリ

通所介護
ま た は
通 所
リハビリ

通所介護
ま た は
通 所
リハビリ

訪問介護
（夜間対応型）

訪問介護
（夜間対応型）

訪問介護
（夜間対応型）

訪問介護
（夜間対応型）

訪問介護
（夜間対応型）

訪問介護
（夜間対応型）

訪問介護
（夜間対応型）

訪問介護 訪問介護
訪問看護

車いす、マットレス、特殊寝台など

短期入所サービス

福祉用具貸与

◆居宅介護支援事業者とは・・・
 要介護の方やご家族と相談しながら、一緒に介護サービス計画

（ケアプラン）を作成する身近な相談機関です。介護サービス事

業者や施設との連絡調整や、認定申請の代行、在宅系サービスの

給付管理なども行います。このようなサービスを、『居宅介護支
援』といいます。
 要支援の方の介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成等

は、いきいき支援センターが行います。このようなサービスを、

『介護予防支援』といいます。（介護予防サービス計画の作成を
居宅介護支援事業所に委託することもあります。）

 また、居宅支援事業者・いきいき支援センターは、市から委託

を受けた要介護認定等のための訪問調査なども行います。
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要介護１～５の方が利用できるサービス（介護サービス）、要支援１・２の方が利用できるサ

ービス（介護予防サービス）には次のようなものがあります。

 福祉用具を購入した場合および住宅改修をした場合の費用は、利用者が立て替え払いし、

 後からその費用の９割を支給します。ただし、住宅改修については登録事業者を利用する

 場合、１割負担のみでサービスを受けることができます。

サービスの種類 内    容

訪問介護

（ホームヘルプサービス）

介護予防訪問介護 

  

夜間対応型訪問介護  

訪問入浴介護 

介護予防訪問入浴介護  

  訪問看護  

介護予防訪問看護  

  

訪問リハビリテーション 

介護予防リハビリテーション

  

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護

（※平成24年度より新設）

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導

1

2

3

4

5

6

7

【在宅系サービス】

ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、介護や家事

の援助をします。

介護予防訪問介護では、利用者の自立した生活を支

援する観点からサービスを提供します。

夜間に定期的に巡回して行う訪問介護と、利用者か

らの連絡を受け必要に応じて随時対応する訪問介護

を組み合わせたサービスです。

浴槽を積んだ入浴車で家庭を

訪問して、入浴の介護をしま

す。

医師の指示のもとに、看護師などが家庭を訪問して

看護や診療の補助を行います。

理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、リハビ

リテーションを行います。

医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問して、療

養上の管理や指導をします。

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に

連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対

応を行います。

サービスの種類 内    容

福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与 

  

福祉用具購入費の支給 

介護予防福祉用具購入費の支給  

住宅改修費の支給

  

介護予防住宅改修費の支給

生活援助型配食サービス

（市町村特別給付）

※要支援・要介護度に関係なく利用できま

す。

8

11

特定福祉用具販売事業者として指定を受けた介護保

険サービス事業者で福祉用具を購入したときに、そ

の費用の一部を支給します。

＜対象となる福祉用具＞

 腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入

 浴補助用具（いす、手すり、入浴台、すのこ、介

 助ベルト）、簡易浴槽、移動用リフトのつり具

介護のための小規模な住宅改修について、その費用の

一部を支給します。

※改修工事の前に区役所福祉課への申請が必要です。

＜対象となる住宅改修＞

手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止などの ため

の床または通路面の材料の変更、引き戸などへの扉

の取り替え、洋式便器への取り替え、その他付帯工事

利用者の居宅に食事を配達するとと

もに、本人の安否確認を行い必要な

場合には関係機関などへ連絡しま

す。

福祉用具の貸し出しを行います。

＜対象となる福祉用具＞

 車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具（空気マットな

ど）、体位変換器、手すり・スロープ（取付け 工事

のいらないもの）、歩行器、歩行補助杖、認知症老人

徘かい感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置など

※下線の用具は原則要介護２から５の方が対象です。

※自動排泄処理装置のうち便が自動的に吸引されるも

のについては、原則として要介護４・５の方が対象で

す。

自宅で受けることのできる介護サービス

9

10

このようなサービスが利用できます。
…要介護１～５の方が利用できるサービス（介護サービス）

…要支援１・２の方が利用できるサービス（介護予防サービス）

…地域密着型サービス
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※介護報酬とは、利用者負担（１割分）を含んだ介護サービスの価格で、単位数で表します。

※利用者負担は、「介護報酬（単位）×１単位の単価」の１割となります。（サービスごとの介護報酬

は25～26　ページを参照してください。）

○食費のほか、日常生活に要する実費が別にかかります。

○食費のほか、日常生活に要する実費が別にかかります。

○「泊り」サービスの利用時には、滞在費が別にかかります。

サービスの種類 内　　　　容

通所介護（デイサービス）

介護予防通所介護 

  

認知症対応型通所介護

（デイサービス）

介護予防認知症対応型通所介護

 

通所リハビリテーション

（デイケア）

介護予防通所リハビリテーション

12

13

14

デイサービスセンターなどの施設で、入浴や食事そ

の他の日常生活に必要な介護をします。

介護予防通所介護では、運動器の機能向上や栄養改

善などを目的とした介護予防のサービスも選択し利

用できます。

認知症の高齢者を対象に、デイサービスセンターな

どの施設で、入浴や食事その他の日常生活に必要な

介護をします。

施設などで、理学療法士や作業療法士などがリハビ

リテーションを行います。

介護予防通所リハビリテーションでは、運動器の機

能向上や栄養改善などを目的とした介護予防のサー

ビスも選択し利用できます。

○滞在費・食費のほか、日常生活に要する実費が別にかかります。

○認定有効期間内において、原則としてその半分の日数を超える利用はできません。

○連続利用は最大30日までです。

サービスの種類 内　　　　容

短期入所生活介護
（ショートステイ）

介護短期入所生活介護

短期入所療養介護
（ショートステイ）

介護予防短期入所療養介護

15

16

短期間、特別養護老人ホームなどの施設に入所して

いただき、介護をします。

短期間、介護老人保健施設などの施設に入所してい

ただき、医学的管理のもとでの介護をします。

サービスの種類 内　　　　容

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護 

  

複合型サービス

（※平成24年度より新設）

事業所で入浴や食事その他の日常生活に必要な介護

を行う「通い」のサービスのほか、利用者の状態や

希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」のサービス

を組み合わせて提供します。

小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複数のサービ

スを組み合わせて提供します。18

17

利用限度額

在宅系サービスには、要介護度ごとに利用できるサービスの限度額があります。

（ただし、（介護予防）居宅療養管理指導、（介護予防）福祉用具購入費の支給、（介護予防）住宅改修費

の支給、生活援助型配食サービス（市町村特別給付）を除きます。）

要支援2

要支援1

要介護度 利用限度額（介護報酬）

（１か月あたり）

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

４，９７０単位

１０，４００単位

１６，５８０単位

１９，４８０単位

２６，７５０単位

３０，６００単位

３５，８３０単位

施設に通ったり、短期間入所して受ける介護サービス 「通い」「泊り」「訪問」を組み合わせて受ける介護サービス

＜日帰り滞在型＞

＜短期宿泊型＞
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【施設･居住系サービス】

認知症対応型共同生活介護  
（認知症高齢者グループホーム）

介護予防認知症対応型共同生活
介護
（認知症高齢者グループホーム）  

特定施設入居者生活介護 
  

介護予防特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活
介護

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

地域密着型介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設  

介護療養型医療施設

内　　　　容サービスの種類

20

22

24

25

19

21

23

認知症の方が、少人数で共同生活を営めるよう介護

をします。

※要支援１の方は対象となりません。

指定を受けた有料老人ホームやケアハウス（特定施

設）などに入居している方に、その施設が行う介護

などのサービスも介護保険のサービスとなります。

定員29人以下の小規模の特定施設において介護など

を行うサービスです。

常に介護が必要で、家庭での介護が困難なねたきり

や認知症の方に対し、介護を行う施設です。

定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームです。

常に介護が必要で、家庭での介護が困難なねたきり

や認知症の方に対し、介護を行います。

比較的病状が安定し、介護や看護を必要とする方に

対し、看護、医学的管理のもとでの介護やリハビリ

テーションなどを行う施設です。

治療よりも長期にわたる療養が必要な方に対し、看

護、医学的管理のもとでの介護、必要な医療などを

行う施設です。

○滞在費・食費（認知症対応型共同生活介護は食材料費）のほか、日常生活に要する実費が別

　にかかります。

地域密着型サービス地域密着型サービス地域密着型サービス
　地域密着型サービスは、介護や支援を必要とする方が、できる限り住み慣れた地域で暮らし続け

ることができるように、平成18年度より創設されました。このサービスは原則名古屋市の住民の方

のみが利用できます。（☆のついたサービスが地域密着型サービスです。）

中・長期間、施設に入所して受ける介護サービス

サービスを利用したとき負担の軽減制度があります。

サービスを利用したときに負担の軽減制度があります。

介護サービスを利用したとき、低所得の方などに負担の軽減制度があります。

210
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高額介護サービス費
　同一世帯の利用者が支払った1ヶ月ごとの利用者負担（1割分）の合計が一定

の上限をこえるときは、申請により高額介護サービス費としてそのこえた額が

支給されます。

　ただし、次の負担は高額介護サービス費の対象となりません。

　(1) 福祉用具購入や住宅改修にかかる負担

　(2) 施設における居住費（短期入所の場合は滞在費）および食費

　(3) 理美容代などの日常生活に要する実費

　(4) 生活援助型配食サービスにかかる負担    等

　なお、低所得の方に対しては、高額介護サービス費の対象となる利用者負

担（１割分）の上限が低く設定され、負担が軽減されます。また、初回のみ申

請にお越しいただければ、以後は自動的に口座に振り込まれます。

＜利用者負担（１割分）の上限＞

利用者負担の減免制度

　災害により住宅などに著しい損害を受けたことや、生計を支えている方が長

期間入院したことなどにより、利用者負担の支払いにお困りの方は、申請によ

り利用者負担（１割分）が減免されることがあります。

（1ヶ月あたり）

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

生活保護等を受けている方

老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方

世帯全員が市町村民税非課税で公的年金等の収入金額と

合計所得金額の合計が８０万円以下の方

世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担第２段階に該

当しない方

本人が市町村民税非課税で同じ世帯に市町村民税課税者

がいる方

市町村民税が課税されている方

１５,０００円（個人）

１５,０００円　　　

（個人）　　　

２４,６００円

３７,２００円

利用者負担段階 上限額

高額医療合算介護サービス費

　「高額介護サービス費」の支給に加え、平成２０年４月からは、各医療保険（国

民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度）における世帯内で、１年間（毎年

８月から翌年７月）の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額から世帯の負

担限度額（年額）を差し引いた額が５０１円以上となる場合、この限度額をこえた

分の内、介護保険に係る部分を「高額医療合算介護サービス費」として支給しま

す。　なお、医療保険に係る部分については「高額介護合算療養費」として医療保

険者より支給されます。

※所得区分は基準日（７月３１日）現在の医療費の自己負担限度額で適用される

　区分です。

世帯の負担限度額 （年額）

保険区分

所得区分

㈰

㈪

㈫

㈬

一定以上所得

がある世帯

一般世帯

市民税

非課税世帯

㈫のうち、

所得が一定

以下の世帯

６７万円

５６万円

３１万円

１９万円

１２６万円

６７万円

３４万円

後期高齢者医療

（世帯内の被保険

者）

被用者保険または

国民健康保険

（世帯内の70～74

歳）

被用者保険または

国民健康保険

（世帯内の70歳未

満）
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サービスを利用したとき負担の軽減制度があります。
介護サービスを利用したとき、低所得の方などに負担の軽減制度があります。

高額介護サービス費
 同一世帯の利用者が支払った1ヶ月ごとの利用者負担（1割分）の合計が一定

の上限をこえるときは、申請により高額介護サービス費としてそのこえた額が

支給されます。

 ただし、次の負担は高額介護サービス費の対象となりません。

 (1) 福祉用具購入や住宅改修にかかる負担

 (2) 施設における居住費（短期入所の場合は滞在費）および食費

 (3) 理美容代などの日常生活に要する実費

 (4) 生活援助型配食サービスにかかる負担    等

 なお、低所得の方に対しては、高額介護サービス費の対象となる利用者負

担（１割分）の上限が低く設定され、負担が軽減されます。また、初回のみ申

請にお越しいただければ、以後は自動的に口座に振り込まれます。

＜利用者負担（１割分）の上限＞

利用者負担の減免制度

 災害により住宅などに著しい損害を受けたことや、生計を支えている方が長

期間入院したことなどにより、利用者負担の支払いにお困りの方は、申請によ

り利用者負担（１割分）が減免されることがあります。

（1ヶ月あたり）

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

生活保護等を受けている方

老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方

世帯全員が市町村民税非課税で公的年金等の収入金額と

合計所得金額の合計が８０万円以下の方

世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担第２段階に該

当しない方

本人が市町村民税非課税で同じ世帯に市町村民税課税者

がいる方

市町村民税が課税されている方

１５,０００円（個人）

１５,０００円   

（個人）   

２４,６００円

３７,２００円

利用者負担段階 上限額

高額医療合算介護サービス費

 「高額介護サービス費」の支給に加え、平成２０年４月からは、各医療保険（国

民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度）における世帯内で、１年間（毎年

８月から翌年７月）の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額から世帯の負

担限度額（年額）を差し引いた額が５０１円以上となる場合、この限度額をこえた

分の内、介護保険に係る部分を「高額医療合算介護サービス費」として支給しま

す。なお、医療保険に係る部分については「高額介護合算療養費」として医療保険

者より支給されます。

※所得区分は基準日（７月３１日）現在の医療費の自己負担限度額で適用される

 区分です。

世帯の負担限度額 （年額）

保険区分

所得区分

①

②

③

④

一定以上所得

がある世帯

一般世帯

市民税

非課税世帯

③のうち、

所得が一定

以下の世帯

６７万円

５６万円

３１万円

１９万円

１２６万円

６７万円

３４万円

後期高齢者医療

（世帯内の被保険者）

＋介護保険

被用者保険または

国民健康保険

（世帯内の70～74歳）

＋介護保険

被用者保険または

国民健康保険

（世帯内の70歳未満）

＋介護保険



その他の負担軽減制度
障害者ホームヘルプサービスを利用していた方などの負担軽減の支援措置

　65歳となり介護保険適用となった方で、その前おおむね１年間障害者施策に

よるホームヘルプサービスを利用していた方または特定疾病を原因とした障害

によって要介護認定等を受けた40歳～64歳の方で、負担額を０円にすることで

生活保護を必要としなくなる方については、訪問介護、介護予防訪問介護及び

夜間対応型訪問介護の利用者負担が減額されます。

　あらかじめ区役所福祉課へ申請し、区役所の発行した減額認定証をサービ

スを利用する事業者等へ提示する必要があります。

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度（社福軽減）

　生活保護受給者もしくは中国残留邦人等支援給付受給者（以下、生活保護受

給者等という。）または市町村民税非課税世帯で世帯収入や預貯金等が一定条

件にあてはまる方については、軽減を実施している社会福祉法人等が利用者負

担を減額する制度があります。

　あらかじめ区役所福祉課へ申請し、区役所の発行した社福軽減の確認証をサ

ービスを利用する施設等へ提示する必要があります。

　[内　容] 軽減を実施している社会福祉法人および名古屋市が行っている以下

の  サービスについて、介護サービス費（1割分）、居住費（滞在

費）および食  費の一部が減額されます。

 生活保護受給者等については、特別養護老人ホームもしくは（介護

予  防）短期入所生活介護における個室の居住費（滞在費）に限る。

　[対象サービス]

 ●  介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

 ●  地域密着型介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

 ●  訪問介護＊・夜間対応型訪問介護（ホームヘルプサービス）

 ●  通所介護＊・認知症対応型通所介護＊（デイサービス）

 ●  短期入所生活介護＊（ショートステイ）

 ●  小規模多機能型居宅介護＊

 ●  定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 ●  複合型サービス

  ＊は介護予防型を含む
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世帯全員

が市町村

民税非課

税の方

本人の公的年
金等の収入金
額と合計所得
金額の合計が
８０万円以下
の方

居住費・食費の利用者負担（負担限度額）

　施設サービスおよび短期入所サービス（ショートステイ）の居住費（滞在

費）・食費については、本人の所得や世帯の課税状況によって利用者負担段階が

設けられ、その段階ごとに、居住費（滞在費）・食費の負担の限度が決められま

す。

　あらかじめ区役所福祉課へ申請し、区役所の発行した負担限度額認定証を、サ

ービスを利用する施設等へ提示する必要があります。

利用者負担段階と負担限度額 （1日あたり）

利用者負担段階
負担限度額

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

３００円

３９０円

６５０円

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型個室

＊特養  等

多床室

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型個室

＊特養  等

多床室

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型個室

＊特養  等

多床室

　　８２０円

　　４９０円

　　４９０円

３２０円

０円

８２０円

４９０円

４９０円

４２０円

３２０円

１，３１０円

１，３１０円

１，３１０円

８２０円

３２０円

居住費・滞在費 食　費

上記以外の方 負担限度額なし 負担限度額なし

第２段階に該

当しない方

生活保護等を受けてい

る方

老齢福祉年金受給者で

世帯全員が市町村民税

非課税の方



その他の負担軽減制度
障害者ホームヘルプサービスを利用していた方などの負担軽減の支援措置

　65歳となり介護保険適用となった方で、その前おおむね１年間障害者施策によるホ

ームヘルプサービスを利用していた方または特定疾病を原因とした障害によって要介

護認定等を受けた40歳～64歳の方で、負担額を０円にすることで生活保護を必要と

しなくなる方については、訪問介護、介護予防訪問介護及び夜間対応型訪問介護の

利用者負担が減額されます。

　あらかじめ区役所福祉課へ申請し、区役所の発行した減額認定証をサービスを

利用する事業者等へ提示する必要があります。

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度（社福軽減）

　生活保護受給者もしくは中国残留邦人等支援給付受給者（以下、生活保護受給者

等という。）または市町村民税非課税世帯で世帯収入や預貯金等が一定条件にあて

はまる方については、軽減を実施している社会福祉法人等が利用者負担を減額する制

度があります。

　あらかじめ区役所福祉課へ申請し、区役所の発行した社福軽減の確認証をサービ

スを利用する施設等へ提示する必要があります。

　[内　容] 軽減を実施している社会福祉法人および名古屋市が行っている以下の 

 サービスについて、介護サービス費（1割分）、居住費（滞在費）および食 

 費の一部が減額されます。

 生活保護受給者等については、特別養護老人ホームもしくは（介護予 

 防）短期入所生活介護における個室の居住費（滞在費）に限る。

　[対象サービス]

 ●  介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

 ●  地域密着型介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

 ●  訪問介護＊・夜間対応型訪問介護（ホームヘルプサービス）

 ●  通所介護＊・認知症対応型通所介護＊（デイサービス）

 ●  短期入所生活介護＊（ショートステイ）

 ●  小規模多機能型居宅介護＊

 ●  定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 ●  複合型サービス

  ＊は介護予防型を含む

2423

市町村民税が課税されている世帯に対する居住費・食費の軽減
　負担限度額の認定は市町村民税が課税されている世帯は

対象になりませんが、高齢夫婦などで一方が施設に入所し

た場合、在宅で生活する配偶者が生計困難にならないよ

う、一定の要件を満たす場合には、居住費・食費が軽減さ

れます。

○　負担限度額認定は原則として、申請日の属する月の初日から適用されます。

○　「利用者負担第４段階」として負担限度額認定に該当しなかった場合でも、その後「利用

者負担第１～３段階」に該当することとなった場合には、再度申請をすることにより申請日

の属する月の初日から適用を受けることができます。

○　利用者負担段階における「市町村民税非課税の方」…地方税法の規定による市町村民税

（同法第328条の規定によって課する所得割を除く。）が課されていない方又は市町村の条

例で定めるところにより当該市町村民税が免除された方をいいます。

○　公的年金等の収入金額…老齢・退職年金など、課税対象となる年金などの収入金額（所得

税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額）をいい、遺族、障害年金などの非

課税年金は含まれません。

○　合計所得金額…損失の繰越控除前の総所得金額（事業所得、給与所得、雑所得等）、特別

控除前の土地・建物等の分離譲渡所得金額等の合計額（地方税法第292条第1項第13号に規定

する合計所得金額）をいいます。

（居住環境の種類）

ユ ニ ット 型 個 室

ユニット型準個室

従 来 型 個 室

多 床 室

食事や談話ができる共同生活室を併せ持ち、一定の基準を満たした完
全な個室

食事や談話ができる共同生活室を併せ持つが、一定の基準を満たして
いない個室

食事や談話ができる共同生活室がない個室

上記のいずれにも該当しない、定員2人以上の部屋
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1月あたり

訪問看護サービスを行う場合
（要介護３の方） 20,720  単位

（１単位の単価）

1月あたり

4,469 単位

455 単位

介護報酬の例
【在宅系サービス】

サービスの種類

介護サービス 介護予防サービス

訪問介護
介護予防訪問介護 

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

夜間対応型訪問介護  

訪問入浴介護   
介護予防訪問入浴介護  

訪問看護  
介護予防訪問看護  

訪問リハビリテーション 
介護予防訪問リハビリテーション

福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与  

通所介護
介護予防通所介護  

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

通所リハビリテーション  
介護予防通所リハビリテーション

短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護

短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

複合型サービス

居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導

居宅介護支援
介護予防支援
＊利用者負担はありません。

オペレーション
センターサービス
　　   1,000単位    
　　　

要介護1～5の方が利用できます。
（利用者負担は、この１割となり
ます。）

要支援1・2の方が利用できます。
（利用者負担は、この１割となり
ます。）

（10.84円）

（10.84円）

（10.84円）

（10.84円）

（10.84円）

（10.66円）

（10円）

（10.54円）

（10.66円）

（10.66円）

（10.54円）

（10.54円）

（10.66円）

（10.66円）

（10円）

（10.84円）

1回あたり　　　　　1月あたり

訪問看護ステーションによる所要時間30分以上1時間未満の場合

実際に要した費用の１／１０が単位数となります。

医療機関の医師が行う場合

1月あたり

週１回程度の利用が必要な場合（要支
援１の方）     

1,220  単位   

854 単位   

830 単位　

305 単位　

「運動器の機能向上」を選択する場合
（要支援１の方）   

 2,324 単位　

単独型事業所における所要時間５時間以上
７時間未満の場合（要支援１の方）

782 単位   

１月あたり

「運動器の機能向上」を選択する場合（要支
援１の方）     

2,637 単位　

特別養護老人ホーム（従来型個室）の場合

（要支援１の方）          　　　 　

介護老人保健施設（従来型個室）の場合　

（要支援１の方）     　　 576 単位　    

要支援１の方　　　　     4,469単位　
   

 

500 単位    

 412 単位 　

1月あたり

1回あたり

1回あたり

1回あたり

1月あたり

1回あたり

1日あたり

1日あたり

1月あたり

1回あたり

身体介護が中心で､所要時間３０分以上
１時間未満の場合

402  単位   

定期巡回
　        381単位  
随時対応　 
　        580 単位

1,250  単位    

830 単位     

305 単位    

小規模事業所における所要時間5時間以上
７時間未満の場合（要介護３の方）

950 単位 　

単独型事業所における所要時間５時間以上
７時間未満の場合（要介護３の方）

 1,097 単位    

1回あたり

通常規模事業所における所要時間４時間以
上６時間未満の場合（要介護３の方）

717 単位    

特別養護老人ホーム（従来型個室）の場合

（要介護３の方）　　　　　751 単位    

介護老人保健施設（従来型個室）の場合　

（要介護３の方）　　　　　 860 単位　

要介護３の方　  　　　23,286 単位   

要介護３の方 　  　　　25,111 単位　

 500 単位   

介護支援専門員の取扱件数が４０件未
満の場合（要介護３の方）

1,300 単位　

1回あたり

1回あたり １月あたり

1月あたり

1月あたり

訪問看護サービスを行う場合
（要介護３の方） 20,720  単位

【施設・居住系サービス】

【その他のサービス】

サービスの種類

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同
生活介護  

  
特定施設入居者生活介護 

介護予防特定施設入居者生活
介護

  
地域密着型特定施設入居者
生活介護

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

地域密着型介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設  

介護療養型医療施設

要支援２の方
＊要支援１の方は対象となりません。  

785 単位   

要支援１の方     
 

196 単位   

要介護1～5の方が利用できます。
（利用者負担は、この１割となり
ます。）

要支援1・2の方が利用できます。
（利用者負担は、この１割となり
ます。）

要介護３の方

    

要介護３の方

    

要介護３の方

    

多床室の場合（要介護３の方）

 770 単位    

多床室の場合（要介護３の方）

  770 単位    

多床室の場合（要介護３の方）

 897 単位    

多床室の場合（要介護３の方）

 1,120 単位　 

1日あたり
ユニット数が２以上

1日あたり

＊介護報酬は、利用者負担（１割分）を含んだ介護サービスの価格であり、単位数で表示します。

＊利用者負担は、「介護報酬×１単位の単価」の１割となります。

＊利用するサービスや施設の状況により各種加算などが生じますので、実際の額は状況によって異なり

　ます。

福祉用具購入費の支給

住 宅 改 修 費 の 支 給

生活援助型配食サービス

（市 町 村 特 別 給 付）

利用限度額は要支援・要介護状態区分に関係なく一律10万円（1年度あたり）です。

利用限度額は要支援・要介護状態区分に関係なく一律 20万円です。

利用者負担は食事代の全額と安否確認などに要する経費（200円）の１割（20円）

となります。

以下のサービスは要支援・要介護状態区分に関係なく利用できます。

（10.54円）

（10.54円）

（10.54円）

（10.54円）

（10.54円）

（10.54円）

（10.54円）

1日あたり

1日あたり

1日あたり

1日あたり

1日あたり

 852 単位

介護サービス 介護予防サービス

700 単位

700 単位
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　高齢者の身近な相談窓口として、すべての市町村においていきいき支援センター（地域

包括支援センター）が設置されています。本市では、各区に１～２ヵ所、全市に２９ヵ所

のいきいき支援センターを設置しています。

　いきいき支援センターには、主任介護支援専門員・社会福祉士・保健師などが配置され

ます。それぞれが専門性を活かしながら、ひとつの「チーム」として業務にあたります。

　○相談費用は無料です。

　○開設時間は月～金曜日（祝日、年末年始を除きます）午前９時～午後５時

※名古屋市のいきいき支援センターは、名古屋市が委託をした法人が運営をしています。

【いきいき支援センターとは】

保健師等保健師等保健師等

いきいき支援センターいきいき支援センターいきいき支援センター

いきいき支援センター（地域包括支援センター）の概要

主任介護支援専門員主任介護支援専門員主任介護支援専門員

社会福祉士社会福祉士

区

千種

東

北

西

中村

中

昭和

瑞穂

熱田

中川

港

南

守山

緑

名東

天白

千 種 区 東 部

千 種 区 西 部

東 　 　 　 区

北 区 東 部

北 区 西 部

西 区 北 部

西 区 南 部

中 村 区 北 部

中 村 区 南 部

中 区

昭 和 区 東 部

昭 和 区 西 部

瑞 穂 区 東 部

瑞 穂 区 西 部

熱 田 区

中 川 区 東 部

中 川 区 西 部

港 区 東 部

港 区 西 部

南 区 北 部

南 区 南 部

守 山 区 東 部

守 山 区 西 部

緑 区 北 部

緑 区 南 部

名 東 区 北 部

名 東 区 南 部

天 白 区 東 部

天 白 区 西 部

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

いきいき支援センター

名　　　称 電話
（ファックス）

781-8343
（781-8346）
763-1530
（763-1547）
932-8236
（932-9311）
991-5432
（991-3501）
915-7545
（915-2641）
505-8343
（505-8345）
532-9079

（532-9020）
486-2133

（483-3410）
483-6866
（483-6867）
331-9674

（331-9953）
861-9335

（861-9336）
884-5513

（883-2231）
858-4008
（841-4080）
872-1705
（872-1707）
671-3195

（671-4019）
354-8343
（354-8341）
352-8258

（353-5879）
651-0568
（661-2940）
381-3260
（381-3261）
811-9377

（811-9387）
819-5050

（823-2688）
758-2013

（758-2015）
758-5560

（758-5582）
899-2002
（891-7640）
624-8343
（624-8361）
726-8777
（726-8776）
709-6121

（701-5400）
809-5555
（809-5551）
839-3663

（839-3665）

所 在 地

千種区桜が丘１１－１　
ソフィアビル１Ｆ

千種区西崎町２－４－１　
千種区在宅サービスセンター内

東区泉二丁目２８－５
東区在宅サービスセンター内

北区上飯田通二丁目３７　
ＣＫビル１Ｆ

北区清水四丁目１７－１　
北区在宅サービスセンター内

西区市場木町１５７　
パークサイドなかしま１Ｆ

西区花の木二丁目１８－１　
西区在宅サービスセンター内

中村区名楽町４－７－１８　
中村区在宅サービスセンター内

中村区豊国通１－１４

中区上前津二丁目１２－２３
中区在宅サービスセンター内

昭和区滝川町３３ 
いりなかスクエア３Ｆ

昭和区御器所三丁目１８－１
昭和区在宅サービスセンター内

瑞穂区佐渡町３－１８　
瑞穂区在宅サービスセンター内

瑞穂区堀田通１－１８　
シティアーク１Ｆ

熱田区神宮三丁目１－１５　
熱田区在宅サービスセンター内

中川区八幡本通２－２７　
コーポ中野１Ｆ

中川区小城町一丁目１－２０
中川区在宅サービスセンター内

港区港楽二丁目６－３２　
港区在宅サービスセンター内

港区寛政町６－２５

南区桜本町１１２
桜台コーポ１F

南区前浜通３－１０　
南区在宅サービスセンター内

守山区小幡南一丁目24－10
守山区在宅サービスセンター内

守山区瀬古東二丁目４１１

緑区鹿山二丁目１－５　
NTT鳴子ビル内

緑区左京山３０３８

名東区上社一丁目８０２
名東区在宅サービスセンター内

名東区代万町３－１１－１
エイジトピア星ヶ丘ドクターズビル２Ｆ

天白区原一丁目３０１　
天白区在宅サービスセンター内

天白区大坪二丁目８０１

担当地域（小学校区）

上野、自由ヶ丘、千代田橋、東山、
富士見台、星ヶ丘、宮根、大和

内山、千石、高見、田代、千種、春岡、見付

区内全域

飯田、城北、杉村、辻、東志賀、宮前、
名北、六郷、六郷北

味鋺、大杉、川中、金城、楠、楠西、光城、
清水、西味鋺、如意

稲生、浮野、大野木、庄内、中小田井、
比良、平田、比良西、山田

榎、上名古屋、江西、児玉、栄生、城西、
那古野、幅下、枇杷島、南押切

稲西、稲葉地、諏訪、豊臣、中村、日比津、
ほのか

岩塚、米野、千成、八社、日吉、牧野、
柳、笹島（新明、六反）

区内全域

伊勝、川原、滝川、広路、八事

御器所、松栄、白金、鶴舞、吹上、村雲

汐路、豊岡、中根、弥富、陽明

井戸田、高田、穂波、堀田、瑞穂、御劔

区内全域

愛知、篠原、昭和橋、玉川、露橋、常磐、
中島、西中島、広見、八熊、八幡

赤星、荒子、五反田、千音寺、戸田、豊治、
長須賀、西前田、野田、春田、正色、万場、明正

稲永、大手、港楽、成章、東海、中川、
西築地、野跡、東築地

小碓、港西、正保、神宮寺、高木、当知、
南陽、西福田、福田、福春、明徳

大磯、春日野、菊住、桜、伝馬、道徳、
豊田、明治、呼続

笠寺、笠東、柴田、大生、宝、千鳥、白水、
宝南、星崎

天子田、大森、大森北、小幡、志段味西、下志段味、
吉根　　、志段味東、苗代、本地丘、森孝西、森孝東

小幡北、白沢、西城、瀬古、鳥羽見、
廿軒家、二城、守山

旭出、浦里、大清水、片平、神の倉、熊の前、黒石、小坂、
滝ノ水、常安、戸笠、徳重、長根台、鳴子、鳴海東部、桃山

相原、有松、大高、大高北、大高南、桶狭間、
太子、鳴海、南陵、東丘、平子、緑

猪高、猪子石、香流、北一社、豊が丘、
引山、藤が丘、平和が丘、蓬来、本郷

梅森坂、上社、貴船、極楽、高針、西山、
前山、牧の原、名東

相生、植田、植田東、植田北、植田南、
しまだ、高坂、原、平針、平針北、平針南

大坪、表山、天白、野並、八事東、山根

いきいき支援センター（地域包括支援センター）一覧

○社会福祉士などが認知症に関するさまざまな相談に対応します。

○相談費用は無料です。（通話料金がかかります。）

○受付時間は月･水･木･金曜日の午前10時～午後４時、火曜日の午後２時～午後８時です。

（祝日、年末年始を除きます。）

いつまでも元気に！
介護予防をすすめます
いつまでも元気に！
介護予防をすすめます
いつまでも元気に！
介護予防をすすめます

●  要支援・要介護状態になるお

　それのある方への支援

●  要支援1・2と認定された方へ

　の支援

●  高齢者虐待・権利擁護
　消費者被害の相談

高齢者のみなさまの
権利を守ります
高齢者のみなさまの
権利を守ります
高齢者のみなさまの
権利を守ります

●  健康、福祉、介護などの総合的
　な相談
●  認知症に関する相談

さまざまな問題について

相談に応じます

さまざまな問題について

相談に応じます

さまざまな問題について

相談に応じます
●  家族教室
●  家族サロン

●  医師（もの忘れ相談医）の専門
　相談

●  認知症サポーター養成講座の
　開催

認知症高齢者を介護する

ご家族を支援します

認知症高齢者を介護する

ご家族を支援します

認知症高齢者を介護する

ご家族を支援します

認知症コールセンターをご利用ください。

TEL  052－763－1332

認知症に関する専門の電話相談窓口
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元気なうちから、介護予防をしましょう
 年齢とともに『からだとこころの機能』が低下することは、誰にでも起こり

えることです。しかし、「もう年だから」「おっくうだから」と言って何もし

ないと、更に機能が低下し、日常生活を送る上でさまざまな支障がでてくるこ

とがあります。

 次ページの『介護予防チェックリスト』で、定期的に自己チェックを行い、

ご自分のからだのサインに早く気づき、心身の状況に応じた介護予防に積極的

に取り組みましょう。

 名古屋市では、運動で体を動かすこと、生活に活かすことができる食生活や

お口の健康についての学習、生きがいづくりなど、心身の状況に応じて参加・

利用できる『いきいき介護予防事業』（31～32ページ）を提供しています。

【問い合わせ先】

◆「介護予防チェックリスト」の対象となる方

 65歳以上の方（要介護・要支援認定を受けている方、認定申請中の方を除きます）

◆ 「介護予防チェックリスト」の記入方法

①「介護予防チェックリスト」の１～27の質問項目にお答えください。

②  右端の集計欄に「1」の数を記入してください。

③「介護予防チェックリスト」下の 【元気度の判定】 に基づいて、確認してください。

◆ 結果

 【元気度の判定】 で「元気度が低下している心配があります」にあてはまる方は、

 お住まいの地域のいきいき支援センターにご相談ください。

 介護予防のための事業などをご案内させていただきます。

お住まいの地域のいきいき支援センター
※担当地域は28ページをご覧ください。

介護予防チェックリスト

★ 太わくの中をすべて記入してください。

 【元気度の判定】

  下記のいずれかに当てはまる場合は、元気度が低下している心配があります。

  積極的に介護予防事業に参加しましょう。

・ （ア）～（オ）の合計が10個以上  ・ （イ）が３個以上  ・ （ウ）が２個  ・ （エ）が２個以上

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

バスや電車で１人で外出していますか

日用品の買い物をしていますか

預貯金の出し入れをしていますか

友人の家を訪ねていますか

家族や友人の相談にのっていますか

 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

１５分位続けて歩いていますか

この１年間に転んだことがありますか

転倒に対する不安は大きいですか

６ヵ月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか

  肥満度（BMI）は１８.５未満ですか

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

お茶や汁物等でむせることがありますか

口の渇きが気になりますか

週に1回以上は外出していますか

昨年と比べて外出の回数が減っていますか

周りの人から｢いつも同じ事を聞く｣などの物忘れがあると言われますか

自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか

今日が何月何日かわからないときがありますか

毎日の生活に充実感がない

これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった

以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる

自分が役に立つ人間だと思えない

わけもなく疲れたような感じがする

健康状態についてお尋ねします

介護予防事業への参加を

希望しますか

  ０. はい   １. いいえ

  ０. はい   １. いいえ

  ０. はい   １. いいえ

  ０. はい   １. いいえ

  ０. はい   １. いいえ

  ０. はい   １. いいえ

  ０. はい   １. いいえ

  ０. はい   １. いいえ

  １. はい   ０. いいえ

  １. はい   ０. いいえ

  １. はい   ０. いいえ

  
１. はい   ０. いいえ
 

  １. はい   ０. いいえ

  １. はい   ０. いいえ

  １. はい   ０. いいえ

  ０. はい   １. いいえ

  １. はい   ０. いいえ

  １. はい   ０. いいえ

  ０. はい   １. いいえ

  １. はい   ０. いいえ

  １. はい   ０. いいえ

  １. はい   ０. いいえ

  １. はい   ０. いいえ

  １. はい   ０. いいえ

  １. はい   ０. いいえ

況
状
の
活
生
常
日

況
状
の
腰
足

況
状
養
栄

れ
忘
物
・
り
も
こ
じ
閉
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持
気
の
間
週
２
こ
こ

他
の
そ

況
状
の
口
お

１. よい ２. まあよい ３. ふつう ４. あまりよくない  ５. よくない

１. ぜひ希望する  ２. 興味はある

３. 希望しない  ４. すでに参加している

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（オ）

個

個

個

個

個

kg

BMI

体重 身長身長
m÷

≒

÷ m

（例えば、身長150cmの場合は、１.5 mと記入）

18.5未満の場合：「1.は い」
18.5以上の場合：「0.いいえ」

No 質 問 項 目 いずれかに「○」を
お付けください

「１.」の数を
記入
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栄養知識

◆元気度が低下している心配がある方が対象の事業

事業名 費用 内　　　容

無料
得 ト ク 運 動 教 室

(運動器の機能向上)

フィットネスクラブや接骨院、デイサービスなどで、転倒予防や足腰の

筋力を保つための家庭でもできる軽い運動や体操等を行います。

無料
食事の相談や楽しい体験教室などを行い、低栄養を改善し、元

気になるおいしい食生活を応援します。

食生活充実事業

（低栄養改善）

無料

口腔清掃やお口の体操などを行い、噛む、飲み込むな

どの機能の低下を防ぎ、お口とからだの健康を保ちま

す。

お口の機能向上事業

（口腔機能向上）

無料
脳の活性化とこころの元気を保つためのレクリエーション等のプ

ログラムを体験し、あたまとこころの健康を支援します。

認知症・うつ

予防教室

有料

配食が必要と判断された方を対象に配食

サービスを提供し、日常生活を支援しま

す。

高齢者自立支援
配食サービス事業

有料
介護予防が必要とされた方に､自立支援訪問員を派遣し､家事の指

導等を行い、要介護状態への進行を予防し自立生活を支援します。

高齢者自立支援
訪 問 事 業

無料

福祉会館において閉じこもり等の介護予防が必要な方を対象に

、健康増進活動やレクリエーション活動を通じて介護予防を支

援します。※教材費等の実費は必要。

福 祉 会 館

わくわく通所事業

(閉じこもり予防)

生
活
機
能
の
向
上

日
常
生
活
の
支
援

◆65歳以上の全ての方に参加いただける事業

事業名 内　　　容

介
護
予
防
の
普
及

自
主
活
動
の
支
援

○食生活充実事業（短期型）

　高齢者の栄養に関する知識を学習します。

○介護予防保健学級　

　自分で介護予防に取り組めるよう、介護予防に関する知識を学習します。

松ケ島における
健康づくり事業

高齢者はつらつ
長 寿 推 進 事 業

地 域 住 民
活 動 支 援 事 業

閉じこもり・認知症等の予防や転倒・骨折の防止を目的に、地域のコミュニ

ティセンター等で健康チェック、健康相談を実施します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問い合わせ先：いきいき支援センター

問い合わせ先：保健所

問い合わせ先：保健所

問い合わせ先：保健所

問い合わせ先：保健所

問い合わせ先：保健所

○楽ひざ健康講座、ウォーキング講座など   

　運動器の機能向上に関する知識や運動の紹介をします。

い き い き 教 室

運動編

○お口の機能向上事業（口腔機能向上普及事業）

　高齢者の口腔ケアに関する知識を学習します。
い き い き 教 室

学習編

休養温泉ホーム松ケ島において、保健師等による健康相談や健康講話を定

期的に行うとともに、健康指導を中心とした宿泊プランをご用意します。

※宿泊プランは、平成24年４月～12月の間に年８回（有料）

　 問い合わせ先：休養温泉ホーム松ヶ島　電話：0594-42-5544

コミュニティセンターなどの身近な場所でレクリエーションなどを通し、自

主活動（仲間づくり）の支援をします。地域ボランティアとしての参加もあ

ります。　※教材費等の実費は必要。

　　　　　　　　　　　　　  問い合わせ先：各区の社会福祉協議会

保健所

い  き  い  き  教  室　実践編  ・・・保健所などで行います。



介護保険制度の概要などはNAGOYAかいごネットでもご覧になれます。
アドレス（http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp）
発行／名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課  TEL  9 7 2 － 2 5 9 1   FAX  9 5 5 － 3 3 6 7

このパンフレットは、平成24年４月現在の内容で作成しています。

このパンフレットは、古紙パルプを含んだ再生紙を使用しています。

● お問い合わせ・ご相談は ●

※平成24年５月７日より、支所区民福祉課へ変更予定です。電話番号等も同日より（★）に変更されます。

お住まいの区の区役所福祉課または支所民生係へおたずね下さい。
※

千 種 区 役 所 TEL  ７５３－１８４８ FAX  ７５１－３１２０●

東 区 役 所 TEL  ９３４－１１９５ FAX  ９３６－４３０３●

北 区 役 所 TEL  ９１７－６５２３ FAX  ９１４－２１００  ●

西 区 役 所 TEL  ５２３－４５１９ FAX  ５２１－００６７●

中 村 区 役 所 TEL  ４５３－５４２０ FAX  ４５３－８２３２●

中 区 役 所 TEL  ２６５－２３２４ FAX  ２４１－６９８６●

昭 和 区 役 所 TEL  ７３５－３９１８ FAX  ７３１－８９００●

瑞 穂 区 役 所 TEL  ８５２－９３９６ FAX  ８５１－１３５０●

熱 田 区 役 所 TEL  ６８３－９９１５ FAX  ６８２－０３４６●

中 川 区 役 所 TEL  ３６３－４３２７ FAX  ３５２－７８２４●

港 区 役 所 TEL  ６５４－９７１５ FAX  ６５１－１１９０●

南 区 役 所 TEL  ８２３－９４１５ FAX  ８１１－６３６６●

守 山 区 役 所 TEL  ７９６－４６０３ FAX  ７９３－１４５１●

緑 区 役 所 TEL  ６２５－３９６４ FAX  ６２１－６８４１●

名 東 区 役 所 TEL  ７７８－３００７ FAX  ７７４－２７８１●

天 白 区 役 所 TEL  ８０７－３８９７ FAX  ８０２－９７２６●

西　区役所　山田支所 TEL  ５０１－４９３５ FAX  ５０４－７４０９●
（★TEL 5 0 1 － 4 9 7 8 ）

北　区役所　楠　支所 TEL  ９０１－２２６２ FAX  ９０２－７２９１●
（★TEL 9 0 1 － 2 2 6 9 FAX   9 0 2 － 1 8 4 3 ）

中川区役所　富田支所 TEL  ３０１－８１４３ FAX  ３０２－７５１６●
（★TEL 3 0 1 － 8 3 7 6 FAX   3 0 1 － 8 6 6 1 ）

港　区役所　南陽支所 TEL  ３０１－８１５４ FAX  ３０２－３６８２●
（★TEL 3 0 1 － 8 3 4 5 FAX   3 0 1 － 8 4 1 1 ）

守山区役所 志段味支所 TEL  ７３６－２２５７ FAX  ７３６－９８８５●
（★TEL 7 3 6 － 2 1 9 2 FAX   7 3 6 － 4 6 7 0 ）

緑　区役所　徳重支所 TEL  ８７５－２２０６  FAX  ８７５－２２０８●
（★TEL 8 7 5 － 2 2 0 7 FAX   8 7 5 － 2 2 1 5 ）




